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当社のコーポレート・ガバナンスの状況は以下のとおりです。

Ⅰコーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方及び資本構成、企業属性その他の基本情報

１．基本的な考え方

当社は、当社グループの『経営理念』に基づき、持続的な成長と中長期的な企業価値の向上を図るため、コーポレートガバナンスの充実に取り組
みます。

プレス工業グループの『経営理念』

経営理念

○社会ルールを守り、事業活動を通して豊かな社会の発展に貢献する

○”誠実と努力”で、信頼される企業であり続ける

企業ビジョン

【コア商品の世界ＮＯ．１の実現】

○夢を持ち、その実現に向けて挑戦する

○一人一人が役割を担って、高い目標を達成する

○時流に先んじて、新しい価値を創造する

行動指針

○人間尊重を基本に、より良い人間関係をきずく

○自由に何でも発言し、風通しの良い企業風土を保つ

○コミットメントベースをもとに、活力と行動力でやりぬく

○約束した事は絶対に守り、信頼を得る

○地球環境を大切にし、社会と共生する

【コーポレートガバナンス・コードの各原則を実施しない理由】

【原則1-4】

現時点において、当社は、政策保有株式（10銘柄）の縮減を予定しておりません。

当社は、当社コーポレートガバナンスガイドライン第6条に基づき株式の政策保有を行い、同第7条に基づき政策保有株式に関する議決権の行使
を行います。

なお、2019年5月21日開催の取締役会において、2019年3月末時点における個別の政策保有株式について、保有の適否を検証したうえで、保有を
継続しております。

第6条（株式の政策保有に関する方針）

当社は、営業取引の円滑化及び事業上の関係強化の目的のもと、中長期的な企業価値向上に資すると総合的に判断する場合は、株式の政策
保有を行う。

2 当社は、毎年、取締役会で個別の政策保有株式について、中長期的な経済合理性や将来の見通しを検証のうえ、保有目的等について確認し、

保有の適否を検証する。

3 取締役会は、保有適否の検証結果の概要を適時適切に開示する。

第7条（政策保有株式に関する議決権の行使基準）

当社は、政策保有株式に関する議決権の行使にあたっては、議案内容を精査のうえ、株主価値の向上に資するか、株主価値を著しく毀損しない
か等を勘案し、賛否の判断を行う。

【補充原則4-2-1】

現時点において、当社は、中長期的な業績に連動する報酬や自社株報酬を導入しておりません。

なお、当社では、業務執行取締役の全員が役員持株会を通じて自社株を購入し保有しております。これにより、株主の皆様と利害を共有し、株価
を意識した経営を行うとともに、企業価値向上に向けてのインセンティブとしております。

【コーポレートガバナンス・コードの各原則に基づく開示】

当社は、「プレス工業株式会社コーポレートガバナンスガイドライン」を策定し、当社のコーポレートガバナンスに関する考え方や体制、構築状況、
運用方針等について規定しております。

なお、「プレス工業株式会社コーポレートガバナンスガイドライン」については、当社ホームページに記載しております。

(http://www.presskogyo.co.jp/ir/management/governance.php)

【原則1-7】



当社コーポレートガバナンスガイドライン第8条にて開示しております。

第8条（関連当事者間の取引）

当社は、役員や主要株主等との取引（関連当事者間の取引）が生じる場合は、株主共同の利益を害することがないよう、取引内容を確認し、取締
役会の承認を得たうえで行うとともに、その取引実績を報告する。

【原則2-6】

当社は、退職給付制度として、確定拠出型年金制度と規約型確定給付企業年金制度を有しております。

確定拠出型年金制度については、従業員に対して、同制度の説明や資産運用に関する教育機会の提供等を行っております。

規約型確定給付企業年金制度については、アセットオーナーとして企業年金の受益者への安定的な年金給付を将来にわたって行うため、リスク・
リターンを勘案した政策的資産構成割合を定めております。

また、年金資産の運用状況については定期的にモニタリングを行い、必要に応じて、年金資産運用委員会において、「年金資産の運用に関する基
本方針」に従い、政策的資産構成割合の変更または運用商品の選定・変更を行っており、年金資産の運用結果については従業員に開示しており
ます。

なお、年金資産の運用を複数の運用機関に委託し、個別の投資先選定や議決権行使を各運用機関へ一任することにより、企業年金の受益者と
会社との間で利益相反が生じないようにしております。

【原則3-1】

（ⅰ）当社ホームページの「決算説明会資料」内及びガバナンスガイドライン第1条にて開示しております。
（http://www.presskogyo.co.jp/ir/library/backnumber.php）

第1条 （コーポレートガバナンスの基本的な考え方）

当社は、当社グループの『経営理念』に基づき、持続的な成長と中長期的な企業価値の向上を図るため、コーポレートガバナンスの継続的な充実
に取り組む。

（ⅱ）当社コーポレートガバナンスガイドライン第1条にて開示しております。

（ⅲ）当社コーポレートガバナンスガイドライン第28条、第29条及び第30条にて開示しております。

第28条（業務執行取締役の報酬等）

当社の取締役（監査等委員である取締役を除く。）のうち、業務執行取締役の報酬等は、固定報酬及び業績連動報酬（役員賞与等）の割合を考慮
の上、決定する。併せて、現金報酬・自社株報酬の適切な割合についても考慮するものとする。

2 個々の業務執行取締役の報酬等の配分については、株主総会で決議された総額の範囲内で、取締役会にて決定する。

第29条（非業務執行取締役の報酬等）

当社の取締役（監査等委員である取締役を除く。）のうち、非業務執行取締役の報酬等は、経営から独立した立場で助言・監督を行うため、独立
性確保の観点から、固定報酬のみとする。

2 個々の非業務執行取締役の報酬等の配分については、株主総会で決議された総額の範囲内で、取締役会にて決定する。

第30条（監査等委員である取締役の報酬等）

当社の監査等委員である取締役の報酬等は、監査業務及び業務執行の監督等、その職務の適正性を確保する観点から、固定報酬のみとする。

2 個々の監査等委員である取締役の報酬等の配分については、株主総会で決議された総額の範囲内で、監査等委員の協議により決定する。

（ⅳ）当社コーポレートガバナンスガイドライン第18条及び第19条にて開示しております。

第18条（取締役の資格及び指名手続）

当社の取締役は、優れた人格、見識、能力及び豊富な経験とともに、高い倫理観を有している者でなければならない。

2 当社の取締役は、その責務を適切に果たす為、上場会社の取締役・監査役・執行役の兼任は当社を含め５社までとする。

3 取締役の候補者は、本条第1項及び第2項の基準を勘案の上、取締役会にて決定する。なお、監査等委員である取締役の候補者は、監査等委

員会の同意を経た上で決定する。

4 取締役会は、取締役の候補者の個々の選任理由を開示する。

第19条（取締役の解任基準及び手続）

当社の取締役が、公序良俗に反する行為を行った場合、健康上の理由から職務の継続が困難になった場合、職務を懈怠することにより著しく企
業価値を毀損した場合及び第18条第1項及び第2項の基準を満たさなくなった場合は、解任議案の株主総会への提出について検討の上、取締役
会にて決定する。

2 取締役会は、取締役の個々の解任理由を開示する。

（ⅴ）個々の選任理由については、本報告書末尾の「取締役の選任理由と重要な兼職の状況(2019年6月27日付)」をご覧ください。解任がある場合
は個々の解任理由について開示いたします。

【補充原則4-1-1】

当社コーポレートガバナンスガイドライン第13条にて開示しております。

第13条（取締役会の責務）

取締役会は、株主に対する受託者責任を踏まえ、効率的かつ実効的なコーポレートガバナンスの構築を図り、持続的な成長と、中長期的な企業
価値の向上をはかることについて責任を負う。

2 取締役会は、経営に対する監督機能を発揮して経営の公正性・透明性を確保するとともに、経営戦略・経営計画についての建設的な議論、経営

陣の指名・報酬の決定、内部統制システムの整備及び重要な業務執行の決定等を通じて、当社のために最善の意思決定を行う。

【原則4-9】

当社コーポレートガバナンスガイドライン第24条及び別紙1並びに本報告書の「Ⅱ．１．【独立役員関係】その他独立役員に関する事項」にて開示し
ております。

第24条（独立社外取締役選任基準）



当社は、金融商品取引所が定める独立性基準を踏まえた別紙1に定める独立社外取締役選任基準に基づき、経営陣・支配株主等から独立した
立場の社外取締役を選任する。

別紙1 独立社外取締役選任基準

第１条（目的）　

本基準は、当社のコーポレートガバナンス体制の強化・充実のため、経営陣・支配株主等から独立した立場の社外取締役を選任する場合の基準
について定義するものである。

第２条（独立性に関する基準）

次のいずれかの項目に該当する場合、独立性を有さないものとする。

１．当社グループの業務執行者（業務執行取締役、執行役、執行役員、その他これらに準じる者及び使用人をいう。以下同じ。）

２．次のいずれかに該当する企業等の業務執行者

（１）当社グループの主要取引先

直近３事業年度における当社グループとの取引額が、当社又は当該取引先の連結売上高の２％を１事業年度でも超えた場合をいう。但し、当社
取引先協力会の加入企業は、取引額の多寡に関わらず全て主要取引先とする。

（２）当社グループの主要借入先

直近３事業年度末時点での当社グループにおける借入残高が、当社グループの連結総資産額又は借入先の連結総資産額の２％を１事業年度で
も超えた場合をいう。

（３）当社の大株主

直近３事業年度において、１事業年度でも保有株式数上位10位以内であった場合をいう。

３．当社グループの会計監査人である監査法人に所属する者

４．当社グループから役員報酬以外に多額（直近３事業年度における平均支払額が1,000万円

以上の場合をいう。）の金銭その他財産を得ているコンサルタント、会計専門家又は法律専門家（当該財産を得ている者が法人・組合等の団体で
ある場合は、当該団体に所属する者をいう。）

５．当社グループの幹事証券会社の業務執行者

６．当社グループの株式持合先の業務執行者

７．当社グループの業務執行者が現在又は過去３年以内に他の会社において社外役員に就任している又は就任していた場合における当該他の
会社の業務執行者

８．過去３年間において上記２～６のいずれかに該当していた者

９．上記１～７のいずれかに該当する者の二親等以内の親族

10．上記１～９に関わらず、当社及び一般株主と利益相反関係が生じ得る特段の事由が存在すると認められる者

第３条（改廃機関）

本基準の改廃は、総務部が起案し、取締役会の決議により行う。

【補充原則4-11-1】

当社コーポレートガバナンスガイドライン第14条にて開示しております。

第14条（取締役会の構成）

当社の取締役会の人数は、実効的な運営を行い、議論の活発化を図るため、取締役（監査等委員である取締役を除く。）は9名以内、監査等委員
である取締役は5名以内とする。

2 当社は、ジェンダー、年齢、国籍、国際性、技能や、当社の経営及び事業活動に必要な知識・経験の有無等、社内・社外を含め、取締役会の構

成の多様性に配慮する。

3 監査等委員である取締役のうち最低1名は、財務・会計に関する十分な知見を有している者とする。

【補充原則4-11-2】

当社コーポレートガバナンスガイドライン第18条及び本報告書末尾の「取締役の選任理由と重要な兼職の状況(2019年6月27日付)」にて開示して
おります。

第18条（取締役の資格及び指名手続）

当社の取締役は、優れた人格、見識、能力及び豊富な経験とともに、高い倫理観を有している者でなければならない。

2 当社の取締役は、その責務を適切に果たす為、上場会社の取締役・監査役・執行役の兼任は当社を含め5社までとする。

3 取締役の候補者は、本条第1項及び第2項の基準を勘案の上、取締役会にて決定する。なお、監査等委員である取締役の候補者は、監査等委

員会の同意を経た上で決定する。

4 取締役会は、取締役の候補者の個々の選任理由を開示する。

【補充原則4-11-3】

当社コーポレートガバナンスガイドライン第22条及び下記の「2018年度 当社取締役会実効性評価の結果の概要について」にて開示しております。

第22条（取締役会の実効性評価）

取締役は、取締役会の実効性について毎年評価を行い、その結果を取締役会に提出する。取締役会は、各取締役の評価結果に基づき、毎年、
取締役会全体の実効性について分析・評価を行い、その結果を踏まえて課題を設定のうえ、その解決・改善に取り組む。

2 取締役会は、実効性評価の結果の概要を適時適切に開示する。

2018年度 当社取締役会実効性評価の結果の概要について

当社は、取締役会の機能向上を図るため、2018年度の取締役会の実効性を分析・評価いたしましたので、下記にてその結果の概要をお知らせい
たします。

１．評価の方法

取締役会事務局が作成したアンケートに基づき全ての取締役（監査等委員を含む）が自己評価を実施いたしました。その結果について取締役会
で報告し、併せて議論を行いました。アンケートの内容は主に以下の項目となります。

（アンケート項目）

1.2018年度課題の達成状況について

1) 課題1. 「取締役会における議論の更なる活発化」

2) 課題2. 「取締役としての必要な知識の習得」

2.経営課題の取り組みについて

3.監査等委員の業務執行に対する監督機能について



4.情報共有について

5.取締役会の運営について

6.取締役会の構成について

7.2018年度取締役会における総括と2019年度の課題について

２．日程

１）2019年4月　　　　　 　　　　　　・・・ 全取締役へアンケート調査実施

２）2019年5月21日開催の取締役会　 ・・・ アンケート結果について取締役会へ報告

３）2019年6月27日開催の取締役会　 ・・・ アンケート結果を基に今後の取り組み課題を設定

３．取締役会の実効性評価と分析結果

当社の取締役会は、アンケートの回答を分析・評価した結果、取締役会の実効性はおおむね確保されているとの結論に至りました。また、今後の
取り組みについての意見がございました。

４．今後の取り組み

2019年6月27日開催の取締役会において、取締役会の更なる機能向上、実効性確保の観点から次の課題を抽出しました。

・中長期的な経営課題の議論の充実

・ガバナンスの強化

次年度は、これらの課題に取り組み、取締役会の更なる実効性確保を図ってまいります。

【補充原則4-14-2】

当社コーポレートガバナンスガイドライン第27条にて開示しております。

第27条（取締役に対するトレーニングの方針）

当社の新任取締役は、就任後速やかに、経営・財務・内部統制・法務等に関するセミナーを受講し、必要な知識の習得を行う。

2 当社の新任社外取締役は、当社に対する理解や経営に必要な知識の習得のため、必要に応じ、主要拠点の見学や、当社の事業内容・経営理

念・経営戦略についての説明を受ける。

3 当社の取締役は、その責務を果たすために、当社の財務状態、法令遵守、コーポレートガバナンスその他の事項に関して、常に能動的に情報を

収集し、研鑽を積まなければならない。

【原則5-1】

当社コーポレートガバナンスガイドライン第31条及び別紙2並びに当社ホームページにて開示しております。
（http://www.presskogyo.co.jp/ir/disclosure.html)

第31条（株主との対話）

当社は、経営トップをはじめとする経営陣が積極的に株主との対話を行うと共に、株主との建設的な対話を統括する役員（ＩＲ統括役員）を指定し、
株主の意見が取締役会全体に確実に共有されるよう努める。

2 ＩＲ統括役員は、株主との建設的な対話を統括する役員として、中長期的な株主の利益と合致する投資方針を有する主要な株主とコーポレート

ガバナンス及び重要な経営上の方針について随時対話するものとし、社外取締役は、必要に応じ当該主要な株主との対話に出席する機会を与え
られるものとする。当該対話を行うに際しては、株主間において実質的な情報格差が生じないように十分留意するものとする。

3 当社は、別紙2のＩＲ基本方針に基づき、株主との建設的な対話を促進するための体制整備・取組みを行う。

別紙2 ＩＲ基本方針

１．株主・投資家との建設的な対話に関する方針

当社は、持続的な成長と中長期的な企業価値向上のため、株主総会以外の場においても、株主・投資家との建設的な対話には積極的に応じる。
株主・投資家との対話を通じ、その関心・懸念を踏まえた上で、当社の経営方針・事業内容・業績等についての情報を正確かつタイムリーに提示
し、わかりやすい形で明確に説明する。

２． ＩＲ活動の体制

当社は、株主・投資家との建設的な対話を促進するため、総務担当役員をＩＲ活動全般を総括する役員（ＩＲ統括役員）として指定する。ＩＲ担当部門
（総務部）は、関係各部門との密接な情報共有を行う等、株主・投資家へ円滑な対応を可能とする体制を構築する。

３．ＩＲ活動の充実に関する取組み

　　当社は、年間を通じ主に以下の活動を行う。

・決算説明会の開催（主にアナリスト・機関投資家・マスメディア向け）

・決算発表後のスモールミーティング

・株主通信、アニュアルレポートの発行

・工場見学会の開催

・マスメディア向けの経営者取材対応

・当社ウェブサイトを通じた各種リリース情報の提供

上記以外にも、必要に応じ様々な手段・方策を通じて、株主・投資家との建設的な対話を行う。

４．経営へのフィードバック

　決算説明会やミーティング等での株主・投資家からの意見等については、当社経営陣へ報告を行う。また、それらを事業活動を行う際の参考と
し、さらなる企業価値の向上を図る。

５．インサイダー情報の取り扱い

　　当社は、「ディスクロージャーポリシー」において情報開示の基本方針を示す。決算情報をはじめとする重要事実の漏洩の防止と公平性の観点
から、沈黙期間を設定し、株主・投資家とのミーティング及び重要事実に関する質問への回答は差し控える。株主・投資家とのミーティングの際
は、決算発表等で開示済の情報を基本とし、未公表の重要事実については言及しない。

６．フェア・ディスクロージャー・ルールに関する事項

　当社は、「金融商品取引法第27条の36の規定」に基づき、フェア・ディスクロージャー・ルールを遵守し、株主・投資家への公平かつ適切な情報開
示を行う。当社役員・ＩＲ担当部門等が、取引関係者等（金融商品取引業者、登録金融機関、信用格付業者もしくは投資法人その他の内閣府令で
定める者またはこれらの役員等）に対して、重要情報（当社の運営、業務または財産に関する公表されていない重要な情報であって投資者の投資
判断に重要な影響を及ぼすもの）を開示した場合は、東京証券取引所の提供する「適時開示情報システム」（TD-NET）及び当社ウェブサイト等を
用いて速やかに当該情報を公表する。

７．改廃機関

本方針の改廃は、ＩＲ担当部門（総務部）が起案し、取締役会の決議により行う。

２．資本構成



外国人株式保有比率 30%以上

【大株主の状況】

氏名又は名称 所有株式数（株） 割合（％）

いすゞ自動車株式会社 10,151,185 9.36

日本マスタートラスト信託銀行株式会社（信託口） 5,356,200 4.94

日鉄物産株式会社 5,020,000 4.63

NORTHERN TRUST CO.（AVFC） RE NVI01 4,229,100 3.90

日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社（信託口９） 3,912,500 3.61

STATE STREET LONDON CARE OF STATE STREET BANK AND TRUST,

BOSTON SSBTC A/C UK LONDON BRANCH CLIENTS- UNITED KINGDOM
3,801,700 3.51

日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社（信託口） 3,649,500 3.37

STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY 505227 3,455,400 3.19

DFA INTL SMALL CAP VALUE PORTFOLIO 2,699,500 2.49

NORTHERN TRUST CO.（AVFC） RE IEDU UCITS CLIENTS NON LENDING 15 PCT TREATY

ACCOUNT
2,456,100 2.27

支配株主（親会社を除く）の有無 ―――

親会社の有無 なし

補足説明

―――

３．企業属性

上場取引所及び市場区分 東京 第一部

決算期 3 月

業種 輸送用機器

直前事業年度末における（連結）従業員
数

1000人以上

直前事業年度における（連結）売上高 1000億円以上1兆円未満

直前事業年度末における連結子会社数 10社以上50社未満

４．支配株主との取引等を行う際における少数株主の保護の方策に関する指針

―――

５．その他コーポレート・ガバナンスに重要な影響を与えうる特別な事情

―――



Ⅱ経営上の意思決定、執行及び監督に係る経営管理組織その他のコーポレート・ガバナンス体制の状況

１．機関構成・組織運営等に係る事項

組織形態 監査等委員会設置会社

【取締役関係】

定款上の取締役の員数 14 名

定款上の取締役の任期 1 年

取締役会の議長 社長

取締役の人数 12 名

社外取締役の選任状況 選任している

社外取締役の人数 4 名

社外取締役のうち独立役員に指定され
ている人数

4 名

会社との関係(1)

氏名 属性
会社との関係(※)

a b c d e f g h i j k

山根　八洲男 学者

中川　治 公認会計士

古里　健治 弁護士

安藤　知子 他の会社の出身者

※　会社との関係についての選択項目

※　本人が各項目に「現在・最近」において該当している場合は「○」、「過去」に該当している場合は「△」

※　近親者が各項目に「現在・最近」において該当している場合は「●」、「過去」に該当している場合は「▲」

a 上場会社又はその子会社の業務執行者

b 上場会社の親会社の業務執行者又は非業務執行取締役

c 上場会社の兄弟会社の業務執行者

d 上場会社を主要な取引先とする者又はその業務執行者

e 上場会社の主要な取引先又はその業務執行者

f 上場会社から役員報酬以外に多額の金銭その他の財産を得ているコンサルタント、会計専門家、法律専門家

g 上場会社の主要株主（当該主要株主が法人である場合には、当該法人の業務執行者）

h 上場会社の取引先（d、e及びｆのいずれにも該当しないもの）の業務執行者（本人のみ）

i 社外役員の相互就任の関係にある先の業務執行者（本人のみ）

j 上場会社が寄付を行っている先の業務執行者（本人のみ）

k その他

会社との関係(2)

氏名
監査等
委員

独立
役員

適合項目に関する補足説明 選任の理由

山根　八洲男 ○ ○ ―――

国立大学の理事・副学長を歴任し、長年に亘り
国立大学の工学部の教授職を務める等、技術
面・人材育成での高い専門知識・経験を有して
おります。その経験と知見に基づき、当社経営
への適切な助言と監督を行っていただけるもの
と判断し、監査等委員である社外取締役として
選任しております。また、当社グループと山根
氏との間には、社外役員として選任する以外の
関係が無く、株式会社東京証券取引所の定め
る独立性基準及び当社の独立役員選任基準
の要件を満たしていることから、同氏と一般株
主の間に利益相反が生じるおそれは無いと判
断し、独立役員として指定しております。



中川　治 ○ ○ ―――

監査法人及び税理士法人で代表社員を歴任す
る等、公認会計士・税理士としての専門的見地
と豊富な経験を有しております。その経験と知
見に基づき、当社経営への適切な助言と監督
を行っていただけるものと判断し、監査等委員
である社外取締役として選任しております。ま
た、当社グループと中川氏との間には、社外役
員として選任する以外の関係が無く、株式会社
東京証券取引所の定める独立性基準及び当
社の独立役員選任基準の要件を満たしている
ことから、同氏と一般株主の間に利益相反が
生じるおそれは無いと判断し、独立役員として
指定しております。

古里　健治 ○ ○ ―――

法律事務所での豊富な経験を持ち、法科大学
院での教授職を歴任する等、弁護士としての高
い専門性を有しております。その経験と知見に
基づき、当社経営への適切な助言と監督を
行っていただけるものと判断し、監査等委員で
ある社外取締役としております。また、当社グ
ループと古里氏との間には、社外役員として選
任する以外の関係が無く、株式会社東京証券
取引所の定める独立性基準及び当社の独立
役員選任基準の要件を満たしていることから、
同氏と一般株主の間に利益相反が生じるおそ
れはないと判断し、独立役員として指定してお
ります。

安藤　知子 ○ ○ ―――

外資系の企業においてブランドマーケティング
と戦略人事に関する経験等を積み、副社長を
務める等グローバル企業における豊富な経験
と高い見識を有しております。その経験と知見
に基づき、当社経営への適切な助言と監督を
行っていただけるものと判断し、監査等委員で
ある社外取締役としております。また、当社グ
ループと安藤氏との間には、社外取締役として
選任する以外の関係が無く、株式会社東京証
券取引所の定める独立性基準及び当社の独
立社外取締役選任基準の要件を満たしている
ことから、同氏と一般株主の間に利益相反が
生じるおそれは無いと判断し、独立役員として
指定しております。

【監査等委員会】

委員構成及び議長の属性

全委員（名） 常勤委員（名）
社内取締役

（名）
社外取締役

（名）
委員長（議長）

監査等委員会 5 1 1 4 社内取締役

監査等委員会の職務を補助すべき取締
役及び使用人の有無

あり

当該取締役及び使用人の業務執行取締役からの独立性に関する事項

監査等委員会の職務を補助すべき使用人（監査等委員スタッフ。他部門との兼任）を配置しており、その人事については、代表取締役と監査等委
員会が意見交換を行い決定することとしております。なお、監査等委員会の職務を補助すべき取締役は置いておりません。

また、監査等委員スタッフは、監査等委員会が指示した補助業務については、監査等委員会の指揮命令に従わなければならないこととしておりま
す。

監査等委員会、会計監査人、内部監査部門の連携状況

内部監査については、監査部が主要部門を対象に監査を実施し、監査等委員会と連携して被監査部門に対し、改善事項の指摘・指導を行うなど
内部統制の有効性の向上に努めております。

監査等委員会による監査・監督については、常勤監査等委員が中心となり年度監査計画に基づき取締役会その他の重要な会議に出席し、業務
及び財産の状況の監査を行っております。監査等委員は会計監査人と定期的な会合を持ち、報告を受け意見交換するとともに、監査に立ち会う
など会計監査人の業務遂行の適正性を確認しております。また、監査部と内部統制の整備や評価等の重要事項について意見交換し、監査の充
実を図っております。



【任意の委員会】

指名委員会又は報酬委員会に相当する

任意の委員会の有無
あり

任意の委員会の設置状況、委員構成、委員長（議長）の属性

委員会の名称 全委員（名）
常勤委員

（名）
社内取締役

（名）
社外取締役

（名）
社外有識者

（名）
その他（名）

委員長（議
長）

指名委員会に相当
する任意の委員会

指名・報酬委員会 8 0 4 4 0 0
社内取
締役

報酬委員会に相当
する任意の委員会

指名・報酬委員会 8 0 4 4 0 0
社内取
締役

補足説明

当社は、2019年12月24日付で、取締役会の任意の諮問機関として指名・報酬委員会を設置いたしました。

【独立役員関係】

独立役員の人数 4 名

その他独立役員に関する事項

社外取締役の独立性に関する基準として、以下内容を定めております。

【プレス工業株式会社　独立社外取締役選任基準】

次のいずれかの項目に該当する場合、独立性を有さないものとする。

１． 当社グループの業務執行者（業務執行取締役、執行役、執行役員、その他これらに準じる者及び使用人をいう。以下同じ。）

２． 次のいずれかに該当する企業等の業務執行者

　　 （１）当社グループの主要取引先

　　　　　直近3事業年度における当社グループとの取引額が、当社又は当該取引先の連結売上高の2％を1事業年度でも超えた場合をいう。

　　　　　但し、当社取引先協力会の加入企業は、取引額の多寡に関わらず全て主要取引先とする。

　　 （２）当社グループの主要借入先

　　　　　直近3事業年度末時点での当社グループにおける借入残高が、当社グループの連結総資産額又は借入先の連結総資産額の2％を1事業

　　　　　年度でも超えた場合をいう。

　　 （３）当社の大株主

　　　　　直近3事業年度において、1事業年度でも保有株式数上位10位以内であった場合をいう。

３． 当社グループの会計監査人である監査法人に所属する者

４． 当社グループから役員報酬以外に多額（直近3事業年度における平均支払額が1,000万円以上の場合をいう。）の金銭その他財産を得ている

　　 コンサルタント、会計専門家又は法律専門家（当該財産を得ている者が法人・組合等の団体である場合は、当該団体に所属する者をいう。）

５． 当社グループの幹事証券会社の業務執行者

６． 当社グループの株式持合先の業務執行者

７． 当社グループの業務執行者が現在又は過去3年以内に他の会社において社外役員に就任している又は就任していた場合における当該他の

　　 会社の業務執行者

８． 過去3年間において上記２～６のいずれかに該当していた者

９． 上記１～７のいずれかに該当する者の二親等以内の親族

10．上記１～９に関わらず、当社及び一般株主と利益相反関係が生じ得る特段の事由が存在すると認められる者

【インセンティブ関係】

取締役へのインセンティブ付与に関する
施策の実施状況

実施していない

該当項目に関する補足説明

業績に伴う報酬につきましては、役員賞与にて対応しております。

ストックオプションの付与対象者



該当項目に関する補足説明

―――

【取締役報酬関係】

（個別の取締役報酬の）開示状況 個別報酬の開示はしていない

該当項目に関する補足説明

取締役報酬の開示状況は総額開示によっており、2019年3月期の取締役の報酬総額は426百万円となっております。

報酬の額又はその算定方法の決定方針

の有無
あり

報酬の額又はその算定方法の決定方針の開示内容

当社コーポレートガバナンスガイドライン第28条、第29条及び第30条にて開示しております。

第28条（業務執行取締役の報酬等）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

当社の取締役（監査等委員である取締役を除く。）のうち、業務執行取締役の報酬等は、固定報酬及び業績連動報酬（役員賞与等）の割合を考慮
の上、決定する。併せて、現金報酬・自社株報酬の適切な割合についても考慮するものとする。

２　個々の業務執行取締役の報酬等の配分については、株主総会で決議された総額の範囲内で、取締役会にて決定する。

第29条（非業務執行取締役の報酬等）

当社の取締役（監査等委員である取締役を除く。）のうち、非業務執行取締役の報酬等は、経営から独立した立場で助言・監督を行うため、独立
性確保の観点から、固定報酬のみとする。

２　個々の非業務執行取締役の報酬等の配分については、株主総会で決議された総額の範囲内で、取締役会にて決定する。

第30条（監査等委員である取締役の報酬等）

当社の監査等委員である取締役の報酬等は、監査業務及び業務執行の監督等、その職務の適正性を確保する観点から、固定報酬のみとする。

２　個々の監査等委員である取締役の報酬等の配分については、株主総会で決議された総額の範囲内で、監査等委員の協議により決定する。

【社外取締役のサポート体制】

総務部長がサポートを行っており、月に１回以上定期的に会合を設け、情報伝達を行っております。

【代表取締役社長等を退任した者の状況】

元代表取締役社長等である相談役・顧問等の氏名等

氏名 役職・地位 業務内容
勤務形態・条件

(常勤・非常勤、報酬有無等)
社長等退任日 任期

角堂　博茂 相談役 経営全般に関する助言 非常勤・報酬有 2018/12/31
2019年1月1日から
2年間

元代表取締役社長等である相談役・顧問等の合計人数 1 名

その他の事項

１．当社定款には、「取締役会は、その決議によって、相談役または顧問を嘱託することができる。」旨の規定があります。

２．上記の「元代表取締役社長等である相談役・顧問等」のほか、元代表取締役専務取締役（任期：2018年6月28日から2年間）の1名に相談役を
嘱託しており、その業務内容は、経営全般に関する助言であります。

２．業務執行、監査・監督、指名、報酬決定等の機能に係る事項（現状のコーポレート・ガバナンス体制の概要）

当社は監査等委員会設置会社であり、取締役会による重要な意思決定並びに業務執行の監督、また執行役員制の導入による経営の効率化と業
務執行の迅速化をはかる一方、監査等委員会の機能強化を目的に内部監査体制を充実させるなど、コーポレート・ガバナンスの実効性向上に向
けた取り組みを実施しております。

各機関等における運営、機能及び活動状況は、以下のとおりです。

１．執行役員制度

当社は、執行役員制を導入しており、経営機能と業務執行機能を分離するとともに取締役数の少数化を実施し、経営の意思決定と業務執行の効
率化・迅速化を図っております。



２．経営会議

業務執行を担う執行役員は経営会議（２回/月）に出席し、各担当部門の重要事項の報告、付議を適宜行っております。経営会議は、取締役社長
の美野 哲司を議長とし、取締役である村山 哲、尾浪 和彦、池田 裕彦、中山 隆史、遠藤 徳明、増田 昇、星野 克行（常勤監査等委員）、執行役

員である矢原 洋、二村 幸一、唐木 剛一、清水 勇生、佐藤 昌彦、新川 春正、岡田 京子、立入 浩道、奥垣内 完、加賀爪 哲、小川 敏宏、伊東 正

和、大竹 正美の取締役８名、執行役員13名で構成されております。なお、経営会議には常勤監査等委員が出席しており、適宜意見を述べており

ます。

３．取締役会

取締役会は、原則月に１回開催しており、業務執行の監督、重要な意思決定を行っております。取締役会は、取締役社長の美野 哲司を議長とし、

取締役である村山 哲、尾浪 和彦、池田 裕彦、中山 隆史、遠藤 徳明、増田 昇、星野 克行（常勤監査等委員）、山根 八洲男（社外取締役）、中川

治（社外取締役）、古里 健治（社外取締役）、安藤 知子（社外取締役）の取締役12名で構成されており、うち４名が社外取締役であります。また、星

野 克行、山根 八洲男（社外取締役）、中川 治（社外取締役）、古里 健治（社外取締役）、安藤 知子（社外取締役）は監査等委員である取締役で

あります。

４．監査等委員会

監査等委員会は、原則月に１回開催しており、取締役の業務執行の監査・監督を行なっております。監査等委員会は、監査等委員会の委員長で
ある星野 克行（常勤監査等委員）を議長とし、山根 八洲男（社外取締役）、中川 治（社外取締役）、古里 健治（社外取締役）、安藤 知子（社外取

締役）の監査等委員である取締役５名で構成され、うち４名は社外取締役であります。

５．内部統制システムの整備の状況

当社は、コンプライアンスの徹底を図るとともに内部統制を強化するため、平成17年10月より監査部を設置しております。また、平成18年5月に全
取締役で構成する内部統制委員会を設置し、内部統制の整備を進めるとともに、業務執行の法令及び定款への適合状況を監視することとしてお
ります。

６．リスク管理体制の整備の状況

リスク管理体制については、内部統制委員会が各部門のリスクを把握し、リスクの評価及び対応方法の決定を行っております。製品品質、安全衛
生、環境、防災等に関するリスクは、それぞれ経営会議の下部組織である各委員会で管理しております。また、各部門は、規定・基準・ルール等を
整備し、それぞれの部門に関するリスクの管理を行い、監査部門が定期的にリスク管理の状況を監査し内部統制委員会に報告しております。

７．内部監査及び監査等委員会による監査・監督の状況

内部監査については、監査部が主要部門を対象に監査を実施し、監査等委員会と連携して被監査部門に対し、改善事項の指摘・指導を行うなど
内部統制の有効性の向上に努めております。

監査等委員会による監査・監督については、常勤監査等委員が中心となり年度監査計画に基づき取締役会その他の重要な会議に出席し、業務
及び財産の状況の監査を行っております。監査等委員会は会計監査人と定期的な会合を持ち、報告を受け意見交換するとともに、監査に立ち会
うなど会計監査人の業務遂行の適正性を確認しております。また、監査部と内部統制の整備や評価等の重要事項について意見交換し、監査の充
実を図っております。

社外取締役中川治氏は、公認会計士・税理士の資格を有しており、財務及び会計に関する相当程度の知見を有しております。社外取締役古里健
治氏は、弁護士の資格を有しており、法律に関する相当程度の知識を有しております。

８．会計監査の状況

会計監査については、有限責任 あずさ監査法人により会計監査を受けております。なお、会計監査業務を執行した公認会計士は阿部　博、田

中　徹の2名であります。また、当社の会計監査業務に係る補助者は公認会計士5名、その他13名であります。

３．現状のコーポレート・ガバナンス体制を選択している理由

企業ビジョン「コア商品の世界NO.1の実現」に向けて、より迅速・果断な意思決定を行い、業務執行の効率性・機動性を高めるとともに、業務執行
に対する監督機能をより強化し、コーポレート・ガバナンスの一層の充実をはかるため、監査等委員会設置会社を採用しております。



Ⅲ株主その他の利害関係者に関する施策の実施状況

１．株主総会の活性化及び議決権行使の円滑化に向けての取組み状況

補足説明

株主総会招集通知の早期発送
議案の賛否について株主が充分に吟味できるよう、株主総会日から3週間前に招集通知
を発送しております。また、招集通知の発送前に、当社ホームページ等にて内容を開示し
ております。

電磁的方法による議決権の行使
議決権のツールを増やすことが、株主の利便性を高めると考え、2003年より電磁的方法
による議決権行使を導入しております。

議決権電子行使プラットフォームへの参
加その他機関投資家の議決権行使環境
向上に向けた取組み

国内及び海外の機関投資家の議決権行使の利便性を高めるため、2008年より株式会社
ICJが運営する機関投資家向け議決権電子行使プラットフォームも導入しております。

招集通知（要約）の英文での提供
海外機関投資家の議決権行使の利便性を高めるため、当社HP等で招集通知（要約）の
英文での開示を行っております。

２．ＩＲに関する活動状況

補足説明

代表者
自身に
よる説
明の有

無

ディスクロージャーポリシーの作成・公表
「ＩＲ基本方針」及び「ディスクロージャーポリシー」を策定し、当社ホームページ
（URL http://www.presskogyo.co.jp/ir/）にて開示しております。

アナリスト・機関投資家向けに定期的説
明会を開催

アナリスト、機関投資家向けの決算説明会を年に2回（第2四半期/第4四半

期）実施しております。
あり

IR資料のホームページ掲載

当社ホームページ（URL http://www.presskogyo.co.jp/ir/）においてIR資料の

掲載を行っております。掲載資料は、決算情報、決算情報以外の適時開示資
料、有価証券報告書、決算説明会資料、株主通信、アニュアルレポート等と
なっております。

IRに関する部署（担当者）の設置 総務部をＩＲ担当部門としております。

３．ステークホルダーの立場の尊重に係る取組み状況

補足説明

社内規程等によりステークホルダーの立
場の尊重について規定

プレス工業グループは「経営理念」、「企業ビジョン」、「行動指針」、「倫理規定」にて、ス
テークホルダーの立場について規定しております。

環境保全活動、ＣＳＲ活動等の実施

【環境活動】

当社は製造プロセスをはじめとした様々な事業活動における環境負荷低減をはかる為、国

内全製造拠点において、環境マネジメントシステムの国際規格ISO14001の認証を取得し、

その仕組みに基づいて日々改善活動を行っております。　特に社会的にも重要視されてい

る地球温暖化対策については、二酸化炭素の排出量を抑えるための目標を設定し、運用

しています。

【地域貢献活動】

当社陸上部は、現在、10年連続で全日本実業団駅伝競走大会(ニューイヤー駅伝)に出場
しております。(2019年1月1日現在)走ることを通じて、地域の皆様とのふれあいを大切にし
ながら、

ランニング教室や大会及び練習会（ゲストランナー・ペースメーカー）に参加し将来を

担う有望な子供たちの育成に取り組むとともに、地域スポーツの振興に貢献しています。

尚、活動内容の詳細については、当社ホームページにて記載しております。

(http://www.presskogyo.co.jp/club/social.html)



ステークホルダーに対する情報提供に
係る方針等の策定

適時開示に係る体制を構築し、情報提供に努めております。

その他

当社は、国籍・性別・信条の如何に関わらず、それぞれの立場や考えを尊重するとともに、

労働基準法、育児・介護休業法、女性活躍推進法等の関係法令を遵守し、多様な人材が

活躍できる職場環境の整備に取り組んでおります。

具体的には、2017年1月1日施行の育児・介護休業法の改正に伴う社内規定の改定をする

とともに、多様な人材の活躍を推進するために、様々なライフイベントに対応する福利厚生

制度の充実を図ってまいります。

また、女性の積極的な採用・登用を継続的に進めており、2018年4月から5ヵ年の行動計画

において”女性総合職・事務職の採用割合を2割とする”という目標を掲げ活動しており、

18年度は達成しております。



Ⅳ内部統制システム等に関する事項

１．内部統制システムに関する基本的な考え方及びその整備状況

(1) 取締役及び使用人の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制

1.プレス工業グループ「経営理念」及び「倫理規定」を、取締役及び使用人に周知徹底する。

2.監査部門は、内部統制の整備状況とともに、業務執行の法令及び定款への適合状況を監査し、全取締役で構成する内部統制委員会へ報告す

　る。

3.内部統制委員会は、内部統制の運営状況に関する報告を受けて業務執行の法令及び定款への適合状況を監視する。

4.グループ従業員が直接相談・連絡できる「ホットライン制度」（内部通報制度）により、社内での違法行為や倫理違反などを抑止し、不祥事の未然

　防止をはかる。

(2) 取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制

1.現在導入している執行役員制の充実により、引き続き経営の効率化と業務執行の迅速化をはかる。

2.常勤執行役員及び常勤監査等委員で構成する経営会議において重要な業務執行に関する審議を行い、取締役会決議事項については取締役

　会において審議決定する。

3.中期経営計画を策定して、達成すべき目標を明確にし、経営資源の効率的活用をはかる。

(3) 損失の危険の管理に関する規定その他の体制

1.内部統制委員会は、各部門のリスクを把握し、リスクの評価及び対応方法の決定を行う。

2.各部門は、規定・基準・ルール等を整備し、それぞれの部門に関するリスクの管理を行い、監査部門は、定期的にリスク管理の状況を監査し、内

　部統制委員会に報告する。

3.製品品質、安全衛生、環境、防災等に関するリスクは、それぞれ経営会議下部組織である各委員会で管理を行う。

(4) 取締役の職務の執行に係る情報の保存及び管理に関する体制

法令・社内規定に基づき、取締役の職務執行に係る、重要な意思決定及び報告に関する文書の保存及び管理を行う。

(5) 当社及び子会社から成る企業集団における業務の適正を確保するための体制

1.内部統制委員会の定める整備計画に基づき、当社各部門及び各子会社がそれぞれ内部統制の構築をはかる。当社の監査部門は当社の各部

　門及び各子会社の定期的監査を実施し、内部統制の状況を内部統制委員会に報告する。

2.当社は、「関係会社管理規定」に基づき、当社の子会社管理統括部門が各部門と連携して、当社の子会社を管理する。

3.当社は、子会社の自主性・独立性を尊重しつつ、子会社の重要事項については適宜報告を受け、また、重要案件については適宜協議を行う。

4.各子会社は、それぞれの会社に関するリスクの管理を行い、 当社の監査部門は、定期的にリスク管理の状況を監査し、内部統制委員会に報告

　する。

5.子会社の業務については主管部署が管理指導するとともに、各子会社には原則として取締役又は監査役を派遣して業務の適正を確保する。

(6) 監査等委員会の職務を補助すべき取締役及び使用人に関する事項並びに当該使用人の取締役（監査等委員である取締役を除く。）からの独

　　立性に関する事項及び当該使用人に対する指示の実効性の確保に関する事項

1.監査等委員会の職務を補助すべき使用人を置くこととし、その人事については、代表取締役と監査等委員会が意見交換を行い決定する。なお、

　監査等委員会の職務を補助すべき取締役は置かないこととする。

2.監査等委員会の職務を補助すべき使用人は、監査等委員会が指示した補助業務については、監査等委員会の指揮命令に従わなければならな

　い。

(7) 取締役（監査等委員である取締役を除く。）及び使用人が監査等委員会に報告をするための体制その他の監査等委員会への報告に関する体

　　制及び当該報告をしたことを理由として不利な取り扱いを受けないことを確保するための体制

1.当社及び子会社の取締役（監査等委員である取締役を除く。）及び使用人は、当社グループに重大な損失を与える事項が発生し又は発生する

　恐れがあるときは、監査等委員会に報告する。具体的な報告事項については、代表取締役と監査等委員会が協議する。

2.監査等委員会に報告を行った者に対し、当該報告をしたことを理由として不利な取り扱いをすることを禁止する。

3.監査部門は、定期的に監査の結果を監査等委員会に報告する。

(8) 監査等委員の職務の執行（監査等委員会の職務の執行に関するものに限る。）について生ずる費用又は債務の処理に係る方針に関する事項

監査等委員会がその職務の執行について、当社に対し、費用の前払い等の請求をした場合や、外部専門家の助言を受けること等を求めた場合
は、当該請求に係る費用又は債務が当該監査等委員会の職務に必要がないと認められた場合を除き、速やかに当該費用を処理・負担する。

(9)その他監査等委員会の監査が実効的に行われることを確保するための体制

1.常勤監査等委員は、経営会議などの重要な会議に出席し、意見を述べることができる。

2.監査等委員会と監査部門及び会計監査人が連携して、効果的な監査業務の遂行をはかる。

２．反社会的勢力排除に向けた基本的な考え方及びその整備状況

当社は、社会の秩序や企業の健全な活動に脅威を与える反社会的勢力には、毅然として対応することとしております。なお、その旨を「倫理規定」
に定め、当社役員をはじめとして、当社グループ全従業員に周知徹底をはかっております。



Ⅴその他

１．買収防衛策の導入の有無

買収防衛策の導入の有無 なし

該当項目に関する補足説明

―――

２．その他コーポレート・ガバナンス体制等に関する事項

（コーポレート・ガバナンス体制の模式図）



取締役の選任理由と重要な兼職の状況（2019年 6月 27日付） 

 

氏名 役職名 選任の理由及び重要な兼職の状況 

美野 哲司 代表取締役社長 

社長執行役員 

CEO 

主に当社の人事・営業・調達部門を経験し、当社の人事・

営業・調達業務に関する深い知見と実績を有しております。

その経験と高い見識に基づき、重要な業務執行の決定及び経

営の監督を行っていただけるものと判断し、引き続き取締役

候補者としております。 

 

村山 哲 代表取締役副社長 

副社長執行役員 

CTO 

主に当社の設計・技術・工場部門を経験し、当社の技術開

発・生産業務に関する深い知見と実績を有しております。そ

の経験と高い見識に基づき、重要な業務執行の決定及び経営

の監督を行っていただけるものと判断し、取締役として選任

しております。 

 

尾浪 和彦 取締役 

専務執行役員 

CFO 

主に当社の営業・経理部門を経験し、米国子会社の経営に

携わる等、当社の営業・経理業務及び経営全般に関する深い

知見と実績を有しております。その経験と高い見識に基づ

き、重要な業務執行の決定及び経営の監督を行っていただけ

るものと判断し、取締役として選任しております。 

 

池田 裕彦 取締役 

専務執行役員 

主に当社の海外・経営企画部門を経験し、当社の海外事業

及び経営全般に関する深い知見と実績を有しております。そ

の経験と高い見識に基づき、重要な業務執行の決定及び経営

の監督を行っていただけるものと判断し、取締役として選任

しております。 

 

中山 隆史 取締役 

常務執行役員 

主に当社の営業・調達部門を経験し、中国子会社の経営に

長年携わる等、当社の営業・調達業務及び経営全般に関する

深い知見と実績を有しております。その経験と高い見識に基

づき、重要な業務執行の決定及び経営の監督を行っていただ

けるものと判断し、取締役として選任しております。 

 

遠藤 徳明 取締役 

常務執行役員 

主に当社の設計・工場部門を経験し、当社の開発・生産業

務に関する深い知見と実績を有しております。その経験と高

い見識に基づき、重要な業務執行の決定及び経営の監督を行

っていただけるものと判断し、取締役として選任しておりま

す。 

 

増田 昇 取締役 

常務執行役員 

主に当社の工機・工場部門を経験し、当社の工機事業及び

生産業務に関する深い知見と実績を有しております。その経

験と高い見識に基づき、重要な業務執行の決定及び経営の監

督を行っていただけるものと判断し、取締役として選任して

おります。 



氏名 役職名 選任の理由及び重要な兼職の状況 

星野 克行 取締役 

常勤監査等委員 

当社の資金部長・経理部長を歴任する等、経理・財務に関

する深い知見を有しております。その経験と知見に基づき、

当社経営への適切な監督を行っていただけるものと判断し、

監査等委員である取締役として選任しております。 

 

山根八洲男 社外取締役 

監査等委員 

 国立大学法人の理事・副学長を歴任し、長年に亘り国立大

学の工学部の教授職を務める等、技術面・人材育成での高い

専門知識・経験を有しております。その経験と知見に基づき、

当社経営への適切な助言と監督を行っていただけるものと

判断し、監査等委員である社外取締役として選任しておりま

す。また、当社グループと山根氏との間には、社外役員とし

て選任する以外の関係が無く、株式会社東京証券取引所の定

める独立性基準及び当社の独立役員選任基準の要件を満た

していることから、同氏と一般株主の間に利益相反が生じる

おそれは無いと判断し、独立役員として指定しております。 

 

中川 治 社外取締役 

監査等委員 

監査法人及び税理士法人で代表社員を歴任する等、公認会

計士・税理士としての専門的見地と豊富な経験を有しており

ます。その経験と知見に基づき、当社経営への適切な助言と

監督を行っていただけるものと判断し、監査等委員である社

外取締役として選任おります。また、当社グループと中川氏

との間には、社外役員として選任する以外の関係が無く、株

式会社東京証券取引所の定める独立性基準及び当社の独立

役員選任基準の要件を満たしていることから、同氏と一般株

主の間に利益相反が生じるおそれは無いと判断し、独立役員

として指定しております。 

（重要な兼職の状況） 

・税理士法人 NY Accounting Partners 統括代表社員 

・東光監査法人 代表社員 

・メディカル・データ・ビジョン株式会社 監査役 

・株式会社アクセスグループ・ホールディングス  

社外監査役 

・ほけんの窓口グループ株式会社 社外監査役 

 



 

氏名 役職名 選任の理由及び重要な兼職の状況 

古里 健治 社外取締役 

監査等委員 

法律事務所での豊富な経験を持ち、法科大学院での教授職

を歴任する等、弁護士としての高い専門性を有しておりま

す。その経験と知見に基づき、当社経営への適切な助言と監

督を行っていただけるものと判断し、監査等委員である社外

取締役として選任しております。また、当社グループと古里

氏との間には、社外役員として選任する以外の関係が無く、

株式会社東京証券取引所の定める独立性基準及び当社の独

立役員選任基準の要件を満たしていることから、同氏と一般

株主の間に利益相反が生じるおそれはないと判断し、独立役

員として指定しております。 

（重要な兼職の状況） 

 ・東京富士法律事務所 弁護士 

 ・日本大学法科大学院教授 

 

安藤 知子 社外取締役 

監査等委員 

外資系の企業においてブランドマーケティングと戦略人

事に関する経験等を積み、副社長を務める等グローバル企業

における豊富な経験と高い見識を有しております。その経験

と知見に基づき、当社経営への適切な助言と監督を行ってい

ただけるものと判断し、監査等委員である社外取締役として

選任しております。また、当社グループと安藤氏との間には、

社外取締役として選任する以外の関係が無く、株式会社東京

証券取引所の定める独立性基準及び当社の独立社外取締役

選任基準の要件を満たしていることから、同氏と一般株主の

間に利益相反が生じるおそれは無いと判断し、独立役員とし

て指定しております。 

（重要な兼職の状況） 

・関西ペイント株式会社 社外取締役 

 

以 上 


